
審査の項目

１　業務に対する考
え方及び想定される
効果

３　業務全体のスケ
ジュール

４　実施体制

５　経費見積

６　その他

令和8年度高知県介護支援専門員相談支援等委託業務プロポーザル審査基準

審査の視点 配点

・本研修の目的及び趣旨を十分に理解した提案となっているか
・主任介護支援専門員に求められる役割・機能を踏まえた内容となっているか
・研修を通じて、受講者の資質向上や実務への波及効果が期待できるか

１０

(潜在ケアマネジャー向けアンケート）
・復職に関する意向や必要な支援について把握できるものとなっているか。
・回収率向上のための工夫が盛り込まれているか。

（潜在ケアマネジャーの復職支援）
・事業所とのマッチングや相談対応等が効果的に実施できるものとなっている
か。

（相談窓口の設置）
・幅広い相談を受けるための体制となっているか。
・介護支援専門員の業務負担の軽減に繋げるための工夫が提案されている
か。

（研修の実施）
・研修が事業所内のタスクシフトに繋がる提案となっているか。

・業務が円滑かつ適切に実施できるスケジュールになっているか １０

・業務の推進体制及び責任者、その他当該業務に従事する者の役割が明確
に示されており、本業務の成果をあげるのに十分な体制となっているか

１５

・見積金額は企画提案内容に対して妥当な金額となっているか ５

・全体を通じて独自提案があった場合は、その内容に応じて各審査項目の中
で配慮する

２　企画内容 ６０


